
議案第９号 

 

   組織機構の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に 

ついて 

 

 組織機構の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定

する。 

 

 

  平成２８年２月２３日 提出 

 

 

北本市長 現王園 孝 昭     

 

 

   組織機構の改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（北本市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正） 

第１条 北本市廃棄物減量等推進審議会条例（平成４年条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条中「市民経済部くらし安全課」を「市民経済部環境課」に改

める。 

 （北本市環境審議会条例の一部改正） 

第２条 北本市環境審議会条例（平成９年条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第７条中「市民経済部くらし安全課」を「市民経済部環境課」に改

める。 

 （北本市国民保護協議会条例の一部改正） 

第３条 北本市国民保護協議会条例（平成１８年条例第１１号）の一部

を次のように改正する。 

  第５条中「総務部総務課」を「市民経済部くらし安全課」に改める。 



 （北本市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第４条 北本市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第２３号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条中「保健福祉部こども課」を「福祉部こども課」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 


